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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
一
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
要
件
）

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
要
件
）

第
九
十
六
条

（
略
）

第
九
十
六
条

（
略
）

第
九
十
六
条
の
二

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
求
職
活
動
費
は
、
次

（
新
設
）

の
各
号
に
掲
げ
る
広
域
求
職
活
動
に
つ
い
て
は
、
支
給
し
な
い
。

一

所
定
給
付
日
数
（
法
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十

四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
七

条
第
一
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
定
給
付
日
数
（
受

給
資
格
者
が
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
に

基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
が
所
定
給
付
日
数
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
日
数
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超

え
て
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
所
定
給
付
日
数

を
超
え
て
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
を
加
え
た
日
数
）

を
三
十
で
除
し
て
得
た
日
数
（
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
上
げ
た
日
数
）
に
相
当
す
る
回
数
の
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に

係
る
広
域
求
職
活
動
を
し
た
受
給
資
格
者
が
、
そ
の
最
後
の
広
域
求
職
活

動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
後
に
し
た
広
域
求
職
活
動

二

三
回
の
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
を
し
た
高
年

齢
受
給
資
格
者
又
は
特
例
受
給
資
格
者
が
、
そ
の
三
回
目
の
広
域
求
職
活

動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
後
に
し
た
広
域
求
職
活
動

三

三
回
の
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
（
過
去
に
日

雇
受
給
資
格
者
と
し
て
し
た
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職

活
動
を
含
み
、
こ
の
号
の
規
定
に
よ
り
過
去
に
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
期
間
前
に
し
た
広
域
求
職
活

動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
を
除
く
。
）
を
し
た
日
雇
受
給
資
格

者
が
、
そ
の
三
回
目
の
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動

の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
開
始
し
た
広
域
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求
職
活
動

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
申
請
）

（
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
申
請
）

第
九
十
九
条

受
給
資
格
者
等
は
、
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

第
九
十
九
条

受
給
資
格
者
等
は
、
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
指
示
に
よ
る
広
域
求
職
活
動
を
終
了
し

す
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
指
示
に
よ
る
広
域
求
職
活
動
を
終
了
し

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
受
給
資
格
者
証
等
を
添
え
て
（

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
受
給
資
格
者
証
等
を
添
え
て
（

受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
又
は
特
例
受
給
資
格
者
が
そ
れ
ぞ
れ
受

受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受
給
資
格
者
又
は
特
例
受
給
資
格
者
が
そ
れ
ぞ
れ
受

給
資
格
通
知
、
高
年
齢
受
給
資
格
通
知
又
は
特
例
受
給
資
格
通
知
の
交
付
を

給
資
格
通
知
、
高
年
齢
受
給
資
格
通
知
又
は
特
例
受
給
資
格
通
知
の
交
付
を

受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
）
当
該
受
給
資

受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
）
求
職
活
動
支

格
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
、
訪
問
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
そ

援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支
給
申
請
書
（
様
式
第
三
十
二
号
の
二
）
を
管

の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
第
三
項
に
お

轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
「
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支
給
申
請
書
」
と
い
う
。

）
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

受
給
資
格
者
等
は
、
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支
給
申
請

３

受
給
資
格
者
等
は
、
第
一
項
の
広
域
求
職
活
動
費
支
給
申
請
書
を
提
出
す

書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
訪
問
事
業
所
の
事
業
主
か
ら
求
職
活
動
費

る
場
合
に
お
い
て
、
訪
問
事
業
所
の
事
業
主
か
ら
求
職
活
動
費
を
受
け
る
と

を
受
け
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
届
け
出
な

き
は
、
そ
の
金
額
を
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）
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様
式
第
三
十
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
号
の
二

削
除

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
雇
保
則
」
と
い
う
。
）
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
広
域
求
職
活
動
に
係
る
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
開
始
し
た
広
域
求
職
活
動
に
係
る
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
雇
保
則
第
九
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
広
域
求
職
活
動
は
、

同
条
の
広
域
求
職
活
動
費
の
支
給
に
係
る
広
域
求
職
活
動
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
雇
保

則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
三
十
二
号
の
二
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支
給
申
請
書
は
、
新
雇
保
則
第
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九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支
給
申
請
書
と
み
な
す
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
雇
保
則
様
式
第
三
十
二
号
の
二
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
費
（
広
域
求
職
活
動
費
）
支

給
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


